
⑴

就
任
ご
あ
い
さ
つ会

長

理

事

山

﨑

滋

夫

去
る
6
月
29
日
の
総
会
に
お
い
て
会

長
理
事
の
役
を
お
受
け
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

長
い
間
の
公
職
か
ら
解
放
さ
れ
、
自

由
自
在
の
身
に
戻
ろ
う
と
考
え
て
い
た

矢
先
の
こ
と
で
、
ひ
た
す
ら
辞
退
も
い

た
し
ま
し
た
が
、
会
員
の
皆
様
と
関
係

の
方
々
の
お
力
添
え
と
ご
指
導
を
頼
り

に
、
し
ば
ら
く
の
間
、
誠
実
に
、
身
に

過
ぎ
た
役
目
を
果
た
し
て
参
り
ま
す
。

本
同
窓
会
は
、
こ
の
た
び
の
法
人
制

度
改
革
の
波
の
中
で
、
会
の
存
廃
を
か

け
て
新
な
組
織
と
運
営
形
態
を
模
索
す

る
と
と
も
に
、
煩
雑
な
法
的
手
続
き
を

経
て
、
こ
の
3
月
25
日
に
一
般
社
団
法

人
と
し
て
の
知
事
の
認
可
を
得
、
7
月

23
日
に
法
務
局
へ
の
登
記
が
完
了
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
間
の
、
小
川
前
会
長
を
は
じ
め

と
す
る
皆
様
の
人
知
れ
ぬ
ご
苦
労
に
、

心
か
ら
の
感
謝
と
敬
意
を
表
し
ま
す
。

あ
と
を
託
さ
れ
た
私
は
、
こ
れ
か
ら

の
同
窓
会
の
あ
り
よ
う
を
会
員
の
皆
様

と
共
に
学
び
、
求
め
続
け
る
使
命
の
重

さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
、
新
し
い
定
款
と
組
織
が
始

動
し
た
い
ま
、
当
面
の
課
題
と
す
る
こ

と
と
、
そ
の
所
感
の
い
く
つ
か
を
挙
げ

て
、
広
く
会
員
の
皆
様
に
関
心
を
お
寄

せ
い
た
だ
き
、
ご
所
見
や
提
言
な
ど
を

賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

1

同
窓
会
の
性
格
・
活
動
の
こ
と

こ
れ
ま
で
の
同
窓
会
は
「
会
員
相
互

の
親
睦
互
助
を
図
る
」
こ
と
を
主
旨
と

す
る
団
体
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か

ら
の
一
般
社
団
法
人
と
し
て
の
同
窓
会

は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
の
不
特

定
多
数
の
人
々
の
利
益
に
貢
献
す
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

県
内
の
諸
学
校
へ
の
図
書
寄
贈
が
事

業
化
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
一
環
で
す
。

今
後
は
、
教
育
に
か
か
わ
る
立
場
や

経
験
を
活
か
し
て
、
例
え
ば
各
地
区
や

個
人
、
仲
間
に
よ
る
教
職
員
の
研
修
や

子
ど
も
た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動

の
支
援
、
健
康
・
安
全
指
導
等
、
様
々

な
場
で
、
同
窓
会
や
会
員
の
名
の
も
と

に
活
発
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
本
会
の
社
会
的
認
知
に
も

つ
な
が
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
同
窓
会
の
あ
る
べ
き
姿

は
、
各
会
員
、
各
地
区
等
の
発
意
に
よ

る
活
動
に
本
旨
が
あ
り
、
事
務
局
や
役

員
は
そ
の
条
件
を
整
え
る
こ
と
が
主
た

る
役
割
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
の
、
そ
の
教
育
力
に
根

ざ
し
た
社
会
参
画
に
こ
そ
、
本
会
の
存

在
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

2

組
織
と
会
員
の
確
定
の
こ
と

新
し
い
定
款
で
は
、
正
会
員
を
法
律

上
の
社
員
と
定
め
、
社
員
総
会
と
理
事

会
が
組
織
運
営
の
中
心
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
正
会
員
は
「
会
費
を
2
年
以

上
納
入
し
な
い
と
き
」
は
そ
の
資
格
を

失
う
と
定
め
て
お
り
、
名
目
だ
け
の
会

員
を
整
理
し
て
財
源
と
組
織
の
基
盤
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
、
監
督
官
庁
か
ら

の
強
い
指
導
で
も
あ
り
ま
し
た
。

会
員
の
確
定
と
名
簿
の
調
製
が
急
務

で
す
が
、
勤
務
の
異
動
や
住
居
・
生
存

の
確
認
、
会
費
納
入
の
点
検
な
ど
事
務

局
の
仕
事
は
大
変
な
も
の
で
す
。

積
極
的
な
加
入
の
働
き
か
け
と
会
費

納
入
の
お
願
い
を
重
ね
な
が
ら
の
作
業

で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
も
十
分
な
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

3

会
員
意
識
に
関
す
る
こ
と

同
窓
会
は
、
同
じ
学
舎
で
教
師
を
目

指
し
て
学
び
合
い
、
卒
業
後
の
歩
み
の

中
で
の
出
合
い
と
苦
楽
を
共
に
し
た
縁

で
結
ば
れ
た
者
の
集
い
で
す
。

い
ま
、
実
利
的
な
恩
恵
の
多
少
に

よ
っ
て
対
人
関
係
や
所
属
集
団
へ
の
思

い
が
左
右
さ
れ
る
の
が
人
の
常
と
な
っ

た
観
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
そ
れ
故
に

こ
そ
、
自
分
が
教
師
と
な
り
、
教
師
で

あ
り
、
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
の
原
点
が
、

共
に
生
き
た
仲
間
ど
う
し
の
「
学
び
の

縁
」
に
あ
る
こ
と
に
心
を
向
け
ら
れ
、

新
に
始
動
す
る
玉
園
同
窓
会
の
活
動
に

ご
参
画
い
た
だ
く
こ
と
を
祈
念
し
て
、

ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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⑵

退

任

挨

拶
前

会

長

小

川

大

天

私
は
、
平
成
20
年
度
の
7
月
よ
り
、

約
1
3
0
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
こ

の
玉
園
同
窓
会
の
会
長
に
選
任
さ
れ
、

6
年
の
永
き
に
わ
た
り
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

会
長
在
任
中
は
、
本
会
役
員
、
事
務

局
員
、
会
員
、
関
係
機
関
の
皆
様
の
温

か
い
御
指
導
、
御
支
援
を
賜
り
、
心
よ

り
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
6
年
間
は
、
就
任
時
よ

り
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
、
国
が

進
め
る
公
益
法
人
の
見
直
し
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
玉

園
同
窓
会
に
お
き
ま
し
て
も
法
人
化
問

題
解
決
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
努
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

定
款
の
見
直
し
を
は
じ
め
、
組
織
・

運
営
・
予
算
等
、
県
教
育
委
員
会
の
ご

指
導
の
も
と
、
理
事
会
・
関
係
会
員
の

方
々
の
ご
協
力
を
得
て
紆
余
曲
折
を
経

な
が
ら
、
平
成
26
年
3
月
20
日
に
、
一

般
社
団
法
人
と
し
て
認
可
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

関
係
各
位
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
こ
の
間
、
玉
園
同
窓
会
の
さ
ら
な

る
発
展
を
目
指
し
た
活
動
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
し
た
。

①

教
育
の
振
興
に
寄
与
し
、
会
員
が

近
況
を
語
り
合
え
る
会
報
の
発
行

・
会
報
「
た
ま
ぞ
の
」
の
内
容
の
充

実
に
努
め
ま
し
た
。

校
長
先
生
や
若
い
先
生
方
の
声
、

教
育
学
部
か
ら
の「
母
校
だ
よ
り
」、

県
外
の
退
職
会
員
の
語
り
合
い
の

広
場
「
お
た
っ
し
ゃ
だ
よ
り
」
等

を
通
し
た
会
員
同
士
の
親
睦
と
交

流
を
図
り
会
員
の
絆
を
確
に
し
て

き
ま
し
た
。

②

教
育
学
部
へ
の
支
援

・
教
育
学
部
と
連
携
し
て
、
教
員
採

用
試
験
に
向
け
た
小
論
文
の
書
き

方
や
採
用
試
験
に
つ
い
て
の
相
談

指
導
。
模
擬
授
業
や
面
接
の
受
け

方
の
指
導
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

・
卒
業
生
へ
の
玉
園
同
窓
会
賞

学
生
の
勉
学
へ
の
努
力
を
励
ま
す

た
め
、
卒
業
時
に
5
名
の
卒
業
生

に
授
与
し
ま
し
た
。

③

各
地
区
で
教
育
に
つ
い
て
語
り
合

う
地
区
懇
親
会
の
開
催

・
地
域
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
学
校

（
小
学
校
・
中
学
校
各
一
校
ず

つ
）
の
教
育
活
動
に
つ
い
て
の
発

表
と
質
疑
応
答
で
、
互
い
に
啓
発

し
合
い
ま
し
た
。

・
自
由
参
加
の
懇
親
会
の
実
施

現
職
会
員
と
大
学
の
教
官
と
の
懇

親
を
深
め
る
一
助
と
な
っ
て
い
ま

す
。

役
員
・
会
員
の
皆
様
の
お
か
げ
を
も

ち
ま
し
て
、
会
長
の
重
責
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
も
山
崎
新
会

長
を
支
え
、
本
会
の
発
展
の
た
め
、
さ

ら
な
る
御
支
援
と
御
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
し
て
退
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。
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⑶

一
般
社
団
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う

玉
園
同
窓
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
つ
い
て

事
務
局
長

濵

崎

嘉
一
郎

平
成
26
年
3
月
20
日
付
け
で
、
本
同

窓
会
は
社
団
法
人
か
ら
一
般
社
団
法
人

へ
移
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

こ
れ
ま
で
の
本
会
の
運
営
等
が
変
わ
る

事
項
等
に
つ
い
て
、
会
員
の
皆
様
に
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

1
、
総
会
の
位
置
付
け

に
つ
い
て

従
来
の
評
議
員
会
（
代
表
制
）
に
代

わ
っ
て
、
総
会
（
全
会
員
制
）
が
運
営

事
項
等
の
決
定
機
関
と
し
て
、
明
確
に

位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。「
定
款
第
11

条
」2

、
評
議
員
の
機
能
に

つ
い
て

従
来
は
、
会
員
8
、0
0
0
名
の
代

表
と
し
て
、
17
支
部
の
評
議
員（
45
名
）

及
び
理
事
の
皆
さ
ん
の
出
席
を
得
て
事

項
の
審
議
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

後
は
、
総
会
は
す
べ
て
の
正
会
員
に

よ
っ
て
構
成
す
る
総
会
が
最
高
の
決
議

機
関
と
な
り
、
平
成
26
年
度
の
総
会
か

ら
は
、
新
定
款
に
沿
っ
て
実
施
い
た
し

ま
し
た
。

評
議
員
の
皆
さ
ん
は
、
県
内
各
地
区

の
地
区
委
員
や
支
部
委
員
と
し
て
活
動

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

主
な
役
割
と
し
て
、
会
員
の
状
況
把

握
や
年
1
回
の
各
地
区
の
地
区
教
育
懇

話
会
の
お
世
話
・
各
学
校
へ
の
図
書
購

入
費
助
成
事
業
に
お
け
る
図
書
贈
呈
式

へ
の
出
席
等
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

3
、
基
金
の
使
途
に
つ

い
て

主
に
、
不
特
定
多
数
を
対
象
に
し
た

公
益
事
業
（
現
在
は
、
図
書
購
入
費
助

成
事
業
）
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
以
降
は
、
総
会
に
図
り
な
が
ら
、

こ
の
種
の
事
業
の
拡
大
に
努
力
し
て
い

く
考
え
で
す
。

4
、
会
員
資
格
の
喪
失

新
定
款
第
10
条
に
、「
会
費
を
2
年

以
上
納
入
し
な
い
と
き
」
は
会
員
の
資

格
を
喪
失
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
ま
し

た
。5

、
そ
の
他

1
〜
4
以
外
に
、
多
少
変
わ
っ
た
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
新
定
款
に
記
載

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
割
愛
い
た
し
ま

す
。6

、
お
願
い

現
職
会
員
の
会
費
（
年
1
0
0
0

円
）
納
入
状
況
が
大
変
好
ま
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。

ど
う
か
、
本
同
窓
会
の
主
旨
、
活
動

状
況
等
を
ご
理
解
の
上
、
更
な
る
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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⑷

一
般
社
団
法
人
長
崎
大
学
玉
園
同
窓
会
定
款

第
一
章

総
則

（
名
称
）

第
一
条

こ
の
法
人
は
、
一
般
社
団
法

人
長
崎
大
学
玉
園
同
窓
会
と
称
す
る
。

（
事
務
所
）

第
二
条

こ
の
法
人
は
、
主
た
る
事
務

所
を
長
崎
県
長
崎
市
に
置
く
。

第
二
章

目
的
及
び
事
業

（
目
的
）

第
三
条

こ
の
法
人
は
、
長
崎
大
学
教

育
学
部
を
は
じ
め
関
係
団
体
と
連
携

し
、
会
員
相
互
の
親
睦
、
資
質
向
上

を
図
り
、
も
っ
て
長
崎
県
の
教
育
の

振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
事
業
）

第
四
条

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行

う
。

⑴

会
員
相
互
の
資
質
の
向
上
を
目

標
と
し
た
会
報
の
発
行

⑵

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、

特
別
支
援
学
校
の
教
育
活
動
へ
の

支
援

⑶

長
崎
大
学
の
学
生
の
学
習
活
動

へ
の
人
的
、
物
的
支
援

⑷

会
員
相
互
の
研
修
及
び
親
睦
を

深
め
る
た
め
の
地
区
教
育
懇
談
会

の
開
催

⑸

そ
の
他
、
目
的
達
成
に
必
要
な

事
業

第
三
章

会
員

（
法
人
の
構
成
員
）

第
五
条

こ
の
法
人
に
、
次
の
会
員
を

置
く
。

⑴

正
会
員

次
の
い
ず
れ
か
の
者

①
長
崎
県
師
範
学
校
、
長
崎
県
女

子
師
範
学
校
、
長
崎
師
範
学
校
、

長
崎
大
学
学
芸
学
部
及
び
長
崎

大
学
教
育
学
部
の
卒
業
者
（
以

下
「
長
大
教
育
学
部
卒
業
生
」

と
い
う
）
で
、
総
会
の
議
決
を

経
て
別
途
定
め
る
年
会
費
を
納

入
す
る
者

②
長
大
教
育
学
部
卒
業
生
で
教
職

員
を
退
職
す
る
と
き
に
、
総
会

の
議
決
を
経
て
別
途
定
め
る
終

身
会
費
を
納
入
し
た
者

⑵

特
別
会
員

長
崎
大
学
教
育
学

部
教
官
及
び
学
生

二

前
項
の
会
員
の
う
ち
正
会
員
を

も
っ
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

人
法
」
と
い
う
）
上
の
社
員
と
す
る
。

（
入
会
）

第
六
条

こ
の
法
人
の
会
員
と
な
ろ
う

と
す
る
者
は
、
入
会
申
込
書
を
会
長

に
提
出
し
て
、
入
会
の
申
し
込
み
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
会
費
）

第
七
条

こ
の
法
人
の
事
業
活
動
に
経

常
的
に
生
じ
る
費
用
に
当
て
る
た
め
、

正
会
員
は
別
に
定
め
る
会
費
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
退
会
）

第
八
条

会
員
は
、
退
会
届
を
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
、
任
意
に
い
つ
で
も

退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
除
名
）

第
九
条

会
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
総
会
の

決
議
に
よ
っ
て
当
該
会
員
を
除
名
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

こ
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
違

反
し
た
と
き

⑵

こ
の
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
、

又
は
目
的
に
反
す
る
行
為
を
し
た

と
き

⑶

そ
の
他
除
名
す
べ
き
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
き

（
会
員
資
格
の
喪
失
）

第
十
条

前
二
条
の
場
合
の
ほ
か
、
会

員
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
喪

失
す
る
。

⑴

会
費
を
二
年
以
上
納
入
し
な
い

と
き

⑵

総
正
会
員
が
同
意
し
た
と
き

⑶

当
該
会
員
が
死
亡
し
た
と
き

第
四
章

社
員
総
会

（
構
成
）

第
十
一
条

総
会
は
す
べ
て
の
正
会
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

二

前
項
の
総
会
を
も
っ
て
法
人
法
上

の
社
員
総
会
と
す
る
。

（
権
限
）

第
十
二
条

総
会
は
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
決
議
す
る
。

⑴

入
会
金
及
び
会
費
の
額
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⑸

⑵

会
員
の
除
名

⑶

理
事
及
び
監
事（
以
下「
役
員
」

と
い
う
）
の
選
任
及
び
解
任

⑷

役
員
の
報
酬
等
の
額

⑸

貸
借
対
照
表
及
び
正
味
財
産
増

減
計
算
書
の
承
認

⑹

定
款
の
変
更

⑺

解
散
及
び
残
余
財
産
の
処
分

⑻

そ
の
他
総
会
で
決
議
す
る
も
の

と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定
款
で
定

め
ら
れ
た
事
項

（
開
催
）

第
十
三
条

総
会
は
、
定
時
総
会
と
し

て
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
箇
月
以
内

に
一
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ

る
場
合
に
開
催
す
る
。

（
招
集
）

第
十
四
条

総
会
は
、
法
令
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会

の
決
議
に
基
づ
き
会
長
が
招
集
す
る
。

（
議
長
）

第
十
五
条

総
会
の
議
長
は
、
会
長
と

す
る
。

二

会
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
会
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
会
長
が
総

会
の
議
長
と
な
る
。

（
議
決
権
）

第
十
六
条

総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、

正
会
員
一
名
に
つ
き
一
個
と
す
る
。

（
決
議
）

第
十
七
条

総
会
の
決
議
は
、
総
正
会

員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
正

会
員
が
出
席
し
、
出
席
し
た
正
会
員

の
議
決
権
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

二

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
決
議
は
、
総
正
会
員
の
半
数
以
上

で
あ
っ
て
、
総
正
会
員
の
議
決
権
の

三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
多
数
を

も
っ
て
行
う
。

⑴

会
員
の
除
名

⑵

監
事
の
解
任

⑶

定
款
の
変
更

⑷

解
散

⑸

そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事

項

三

理
事
又
は
監
事
を
選
任
す
る
議
案

を
決
議
す
る
に
際
し
て
は
、
各
候
補

者
ご
と
に
第
一
項
の
決
議
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
事
ま
た
は
監

事
の
候
補
者
の
合
計
数
が
第
十
九
条

に
定
め
る
定
数
を
上
回
る
場
合
に
は
、

過
半
数
の
賛
成
を
得
た
候
補
者
の
中

か
ら
得
票
数
の
多
い
順
に
定
数
の
枠

に
達
す
る
ま
で
の
者
を
選
任
す
る
こ

と
と
す
る
。

（
議
事
録
）

第
十
八
条

総
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、

法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議

事
録
を
作
成
す
る
。

二

議
長
及
び
出
席
し
た
理
事
の
う
ち

か
ら
選
出
さ
れ
た
議
事
録
署
名
人
二

名
は
、
前
項
の
議
事
録
に
記
名
押
印

す
る
。

第
五
章

役
員

（
役
員
の
設
置
）

第
十
九
条

こ
の
法
人
に
、
次
の
役
員

を
置
く
。

⑴

理
事

十
名
以
上
十
五
名
以
内

⑵

監
事

三
名
以
内

二

理
事
の
う
ち
一
名
を
会
長
、
一
名

を
副
会
長
、
一
名
を
常
務
理
事
と
す

る
。

三

前
項
の
会
長
を
も
っ
て
法
人
法
上

の
代
表
理
事
と
し
、
常
務
理
事
を

も
っ
て
同
法
第
九
十
一
条
第
一
項
第

二
号
の
業
務
執
行
理
事
と
す
る
。

（
役
員
の
選
任
）

第
二
十
条

役
員
は
、
総
会
の
決
議
に

よ
っ
て
選
任
す
る
。

二

会
長
、
副
会
長
及
び
常
務
理
事
は
、

理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
理
事
の
中

か
ら
選
定
す
る
。

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
二
十
一
条

理
事
は
、
理
事
会
を
構

成
し
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
務
を
執
行
す

る
。

二

会
長
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人

を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
、

常
務
理
事
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法

人
の
業
務
を
分
担
し
て
執
行
す
る
。

三

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
す
る
。

四

会
長
及
び
常
務
理
事
は
、
毎
事
業

年
度
に
四
箇
月
を
超
え
る
間
隔
で
二

回
以
上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状

況
を
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
二
十
二
条

監
事
は
、
理
事
の
職
務

の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成

す
る
。

二

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
お
よ

び
事
務
局
職
員
に
対
し
て
事
業
の
報

告
を
求
め
、
こ
の
法
人
の
業
務
及
び

財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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⑹

（
役
員
の
任
期
）

第
二
十
三
条

理
事
の
任
期
は
、
選
任

後
二
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度

の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時

総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任

を
妨
げ
な
い
。

二

監
事
の
任
期
は
、
選
任
後
二
年
以

内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最

終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終

結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。

三

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又

は
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期

の
満
了
す
る
時
ま
で
と
す
る
。

四

理
事
又
は
監
事
は
、
第
十
九
条
に

定
め
る
定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き

は
、
任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り

退
任
し
た
後
も
、
新
た
に
選
任
さ
れ

た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
理
事

又
は
監
事
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有

す
る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
二
十
四
条

役
員
は
、
総
会
の
決
議

に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
二
十
五
条

役
員
は
、
無
報
酬
と
す

る
。
た
だ
し
、
常
勤
の
役
員
に
対
し

て
は
、
総
会
に
お
い
て
定
め
る
総
額

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
報
酬
等
の
支

給
の
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
を

報
酬
等
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
顧
問
及
び
参
与
）

第
二
十
六
条

こ
の
法
人
に
、
任
意
の

機
関
と
し
て
、
顧
問
及
び
参
与
を
お

く
こ
と
が
で
き
る
。

二

顧
問
及
び
参
与
は
次
の
職
務
を
行

う
。

⑴

会
長
の
相
談
に
応
じ
る
こ
と
。

⑵

理
事
会
か
ら
諮
問
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
参
考
意
見
を
述
べ
る
こ

と
。

三

顧
問
及
び
参
与
の
選
任
及
び
解
任

は
、
理
事
会
に
お
い
て
決
議
す
る
。

四

顧
問
及
び
参
与
は
、
無
報
酬
と
す

る
。
た
だ
し
、
事
務
遂
行
に
必
要
な

費
用
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

理
事
会

（
構
成
）

第
二
十
七
条

こ
の
法
人
に
理
事
会
を

置
く
。

二

理
事
会
は
、
す
べ
て
の
理
事
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権
限
）

第
二
十
八
条

理
事
会
は
、
次
の
職
務

を
行
う
。

⑴

こ
の
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

⑵

理
事
の
職
務
執
行
の
監
督

⑶

会
長
、
副
会
長
及
び
常
務
理
事

の
選
定
及
び
解
職

（
招
集
）

第
二
十
九
条

理
事
会
は
、
会
長
が
招

集
す
る
。

（
議
長
）

第
三
十
条

理
事
会
の
議
長
は
、
会
長

と
す
る
。

二

会
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
会
長
に

事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
会
長
が
理

事
会
の
議
長
と
な
る
。

（
決
議
）

第
三
十
一
条

理
事
会
の
決
議
は
、
決

議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
理
事
を
除
く
理
事
の
過
半
数
が

出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行

う
。

（
理
事
会
の
決
議
の
省
略
）

第
三
十
二
条

理
事
が
、
理
事
会
の
決

議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提

案
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
案

に
つ
い
て
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
の

で
き
る
理
事
の
全
員
が
書
面
又
は
電

磁
的
記
録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
案
を
可
決

す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
監
事
が

異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

（
議
事
録
）

第
三
十
三
条

理
事
会
の
議
事
に
つ
い

て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。

二

議
長
及
び
監
事
並
び
に
出
席
し
た

理
事
の
う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
事

録
署
名
人
二
名
は
、
前
項
の
議
事
録

に
記
名
押
印
す
る
。

第
七
章

資
産
及
び
会
計

（
事
業
年
度
）

第
三
十
四
条

こ
の
法
人
の
事
業
年
度

は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年

三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
三
十
五
条

こ
の
法
人
の
事
業
計
画

書
及
び
収
支
予
算
書
に
つ
い
て
は
、

毎
事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま

で
に
会
長
が
作
成
し
、
理
事
会
の
承
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⑺

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。

二

前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
主
た

る
事
務
所
に
、
当
該
事
業
年
度
が
終

了
す
る
ま
で
の
間
、
備
え
置
く
も
の

と
す
る
。

（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
三
十
六
条

こ
の
法
人
の
事
業
報
告

及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
毎
年
事
業

年
度
終
了
後
、
会
長
が
次
の
書
類
を

作
成
し
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
う

え
で
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

事
業
報
告

⑵

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書

⑶

貸
借
対
照
表

⑷

正
味
財
産
増
減
計
算
書

⑸

貸
借
対
照
表
及
び
正
味
財
産
増

減
計
算
書
の
附
属
明
細
書

二

前
項
の
承
認
を
受
け
た
書
類
の
う

ち
、
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

の
書
類
に
つ
い
て
は
、
定
時
総
会
に

提
出
し
、
第
一
号
の
書
類
に
つ
い
て

は
そ
の
内
容
を
報
告
し
、
そ
の
他
の

書
類
に
つ
い
て
は
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

三

第
一
項
の
書
類
の
ほ
か
、
監
査
報

告
の
書
類
を
主
た
る
事
務
所
に
五
年

間
備
え
置
く
と
と
も
に
、
定
款
、
社

員
名
簿
を
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置

く
も
の
と
す
る
。

第
八
章

定
款
の
変
更
及
び
解
散

（
定
款
の
変
更
）

第
三
十
七
条

こ
の
定
款
は
、
総
会
の

決
議
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
解
散
）

第
三
十
八
条

こ
の
法
人
は
、
総
会
の

決
議
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事

由
に
よ
り
解
散
す
る
。

（
剰
余
金
の
分
配
）

第
三
十
九
条

こ
の
法
人
は
、
剰
余
金

の
分
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
四
十
条

こ
の
法
人
が
清
算
を
す
る

場
合
に
お
い
て
有
す
る
残
余
財
産
は
、

総
会
の
決
議
を
経
て
、
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
第
五
条
第
十
七
号
に
掲

げ
る
法
人
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公

共
団
体
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

公
告
の
方
法

（
公
告
の
方
法
）

第
四
十
一
条

こ
の
法
人
の
公
告
は
、

主
た
る
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す
い

場
所
に
掲
示
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
十
章

事
務
局
そ
の
他

（
事
務
局
）

第
四
十
二
条

こ
の
法
人
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
に
事
務
局
を
置
き
、
事

務
局
長
、
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
お

く
。

二

事
務
局
長
は
理
事
会
の
承
認
に
基

づ
き
、
会
長
が
任
免
す
る
。

（
委
任
）

第
四
十
三
条

こ
の
定
款
の
施
行
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
の
決

議
を
経
て
、
会
長
が
定
め
る
。

附
則

一

こ
の
定
款
は
、
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及

び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第

百
六
条
第
一
項
に
定
め
る
一
般
法
人

の
設
立
の
登
記
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
百
二

十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
条
第
一
項

に
定
め
る
特
例
民
法
法
人
の
解
散
の

登
記
と
一
般
法
人
の
設
立
の
登
記
を

行
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
三
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
散
の
登
記
日

の
前
日
を
事
業
年
度
の
末
日
と
し
、

設
立
の
登
記
の
日
を
事
業
年
度
の
開

始
日
と
す
る
。

三

こ
の
法
人
の
最
初
の
会
長
は
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

小
川

大
天
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一
般
社
団
法
人

長
崎
大
学
玉
園
同
窓
会
細
則

定
款
第
43
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
細
則
を
定
め
る
。

（
会
費
）

第
一
条

正
会
員
は
、
社
員
総
会
に
お

い
て
決
議
さ
れ
た
下
記
の
額
の

会
費
を
、
所
定
の
方
法
に
よ
り

納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

年
会
費

1
0
0
0
円
（
入
会

後
在
職
中
）、
終
身
会
費
5
0

0
0
円
（
退
職
後
の
入
会
時
1

回
限
り
）、
定
款
第
6
条
に
よ

り
入
会
す
る
在
学
生
の
入
会
金

3
0
0
0
円
（
在
学
中

1
回

限
り
）

（
幹
事
お
よ
び
専
門
部
会
）

第
二
条

定
款
第
4
条
の
事
業
と
本
会

の
運
営
を
円
滑
に
推
進
す
る
た

め
、
会
長
は
幹
事
を
委
嘱
し
、

専
門
部
を
置
く
。

2

専
門
部
は
、
総
務
・
研
修
・
広
報

の
三
部
会
と
し
、
幹
事
を
も
っ
て

構
成
す
る
。
必
要
に
よ
っ
て
は
担

当
理
事
を
配
す
る
。

3

幹
事
の
任
期
は
2
年
と
し
、
再
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

各
部
会
は
、
事
務
局
長
の
も
と
、

事
務
局
所
属
の
幹
事
と
部
会
長
が

主
宰
す
る
。

5

各
部
会
の
事
務
は
概
ね
次
の
と
お

り
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
招
集
す

る
。

総
務
部

本
会
の
組
織
運
営
等
に

関
す
る
こ
と
。
社
員
総
会
に
関
す

る
こ
と
。

研
修
部

長
崎
大
学
生
に
対
す
る

指
導
助
言
、
相
談
等
の
支
援
。
正

会
員
の
研
修
等
に
関
す
る
こ
と
。

広
報
部

同
窓
会
報
「
た
ま
ぞ

の
」
の
編
集
発
行
そ
の
他
本
会
の

活
動
の
周
知

広
報
に
関
す
る
こ

と
。

（
地
区
組
織
等
）

第
三
条

定
款
第
3
条
の
目
的
を
達
す

る
た
め
本
県
内
の
市
郡
に
地
区

組
織
を
置
き
、
県
立
学
校
お
よ

び
大
学
附
属
幼
・
小
・
中
・
特

別
支
援
学
校
に
支
部
を
置
く
。

2

地
区
区
分
は
、
長
崎
・
佐
世
保
、

大
村
、
諫
早
、
島
原
、
雲
仙
、
南

島
原
、
平
戸
、
松
浦
、
五
島
・
南

松
、
東
彼
、
西
海
・
西
彼
、
北
松
、

壱
岐
、
対
馬
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

地
区
委
員
と
地
区
長
（
支
部
に

あ
っ
て
は
支
部
委
員
と
支
部
長
）

を
委
嘱
す
る
。
県
外
に
あ
っ
て
も

支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

3

各
地
区
等
に
あ
っ
て
は
、
事
務
局

と
連
携
し
て
、
会
員
の
異
動
等
状

況
の
把
握
と
意
識
の
向
上
に
努
め
、

地
域
に
お
け
る
活
動
、
地
区
教
育

懇
談
会
の
実
施
な
ど
に
あ
た
る
。

（
役
員
の
再
任
）

第
四
条

定
款
第
23
条
に
規
定
す
る
理

事
な
ら
び
に
監
事
の
再
任
に
つ

い
て
は
、
再
任
の
時
点
で
満
年

齢
81
歳
以
上
に
達
し
た
者
は
再

任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
細
則
は

平
成
26
年
6
月
29
日
か

ら
施
行
す
る
。

※
こ
の
細
則
は
、
9
月
10
日
定
款
32
条

に
よ
り
、
書
面
に
よ
る
理
事
の
同
意

を
得
て
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
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こ
れ
か
ら
の
教
員
養
成
と

大
学
の
役
割

長
崎
大
学
教
育
学
部
長

藤
木

卓

平
成
26
年
4
月
か
ら
教
育
学
部
長
に

就
任
い
た
し
ま
し
た
。
不
慣
れ
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
国
の
教
育
政
策
と
し
ま
し
て

は
、
教
職
生
活
全
体
を
通
し
た
教
員
の

資
質
及
び
能
力
の
向
上
が
意
図
さ
れ
て

い
ま
す
（「
教
職
生
活
の
全
体
を
通
じ

た
教
員
の
資
質
能
力
の
総
合
的
な
向
上

方
策
に
つ
い
て
」
平
成
24
年
8
月
28
日
、

中
央
教
育
審
議
会
答
申
）。
教
員
採
用

試
験
に
合
格
し
、
教
育
現
場
へ
飛
び
込

ん
で
か
ら
子
ど
も
と
と
も
に
成
長
す
る

と
言
う
の
が
、
従
来
か
ら
の
教
職
観
で

し
た
。
そ
れ
が
、
い
じ
め
や
暴
力
へ
の

対
応
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
そ
れ
ら
に
加

え
て
特
別
な
支
援
を
要
す
る
子
ど
も
へ

の
対
応
や
、
教
科
指
導
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活

用
、
そ
し
て
小
学
校
か
ら
の
外
国
語
活

動
な
ど
、
現
代
的
な
教
育
課
題
は
多
岐

に
わ
た
る
と
と
も
に
解
決
が
難
し
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

教
員
養
成
大
学
・
学
部
で
の
教
育
段
階

か
ら
、
卒
業
し
て
教
職
に
就
き
教
員
と

し
て
一
人
前
に
な
っ
て
行
く
そ
の
教
職

生
活
全
体
（
大
学
生
と
し
て
の
学
び
か

ら
教
員
に
な
っ
て
か
ら
の
学
び
全
体
）

を
通
し
て
、
教
員
と
し
て
の
資
質
や
能

力
を
磨
い
て
い
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
教
員
の
資
質

能
力
向
上
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
変
化

し
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
今
、
全
国
的
に
求
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
教
員
養
成
改
革
は
、
教

員
免
許
を
卒
業
要
件
と
し
な
い
課
程

（
い
わ
ゆ
る
、
新
課
程
）
の
廃
止
と
、

教
職
大
学
院
の
設
置
（
従
来
型
大
学
院

で
あ
る
修
士
課
程
の
改
革
を
含
む
）
で

す
。
長
崎
大
学
教
育
学
部
で
は
、
平
成

20
年
度
か
ら
、
新
課
程
の
情
報
文
化
教

育
課
程
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
教
職

大
学
院
の
教
職
実
践
専
攻
を
設
置
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
平
成
26
年
度
か
ら
は
、

全
国
に
先
駆
け
て
修
士
課
程
の
教
科
実

践
専
攻
を
教
職
実
践
専
攻
へ
一
元
化
し
、

教
育
学
研
究
科
は
そ
の
全
て
を
教
職
大

学
院
と
し
ま
し
た
。
国
内
の
大
学
の
う

ち
教
職
大
学
院
を
設
置
し
て
い
る
の
は

25
大
学
、
そ
の
う
ち
、
旧
国
立
系
の
大

学
・
学
部
は
19
大
学
で
す
。
九
州
内
で

は
、
本
学
の
他
に
は
福
岡
教
育
大
学
と

宮
崎
大
学
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
教
職

大
学
院
の
設
置
と
修
士
課
程
の
改
革
・

縮
小
は
、
国
策
で
あ
り
、
教
育
実
践
に

特
化
し
て
教
員
養
成
の
高
度
化
を
進
め

る
も
の
で
す
。
教
員
養
成
改
革
か
ら
見

る
と
、
長
崎
大
学
は
全
国
で
ト
ッ
プ
を

走
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

平
成
25
年
度
に
公
開
さ
れ
た
教
員
養

成
分
野
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
で
は
、

本
学
は
地
域
密
接
型
を
指
向
す
る
大
学

へ
入
っ
て
お
り
、
県
教
育
委
員
会
等
と

の
密
接
な
連
携
を
基
盤
と
し
て
、
地
域

の
教
員
養
成
機
能
の
中
心
的
な
役
割
を

担
う
と
と
も
に
、
教
育
研
究
や
社
会
貢

献
活
動
等
を
通
じ
て
我
が
国
の
教
育
の

発
展
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
実
践

型
教
員
養
成
機
能
へ
の
質
的
転
換
を
図

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
課

程
の
廃
止
や
教
職
大
学
院
へ
の
一
元
化

は
、
正
に
こ
の
質
的
転
換
の
表
れ
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
質
的
な

転
換
は
、
解
決
が
難
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
様
々
な
教
育
的
課
題
の
解
決
力
、

す
な
わ
ち
教
員
の
資
質
能
力
の
向
上
の

た
め
に
、
学
部
段
階
か
ら
教
職
生
活
全

体
を
通
じ
た
学
び
続
け
る
教
員
の
育
成

に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

学
生
が
大
学
で
学
ぶ
の
は
4
年
間

（
大
学
院
は
2
年
間
）
で
す
が
、
そ
の

後
の
教
職
生
活
は
一
般
的
に
35
年
以
上

の
長
き
に
わ
た
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

学
び
続
け
る
教
員
で
あ
る
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
教
員
と
し
て
教
育

現
場
で
学
び
続
け
る
場
合
、
置
か
れ
た

環
境
に
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。
団
塊

の
世
代
の
大
量
退
職
で
ベ
テ
ラ
ン
教
員

が
少
な
く
な
っ
て
い
く
昨
今
、
若
い
教

員
を
鍛
え
育
て
る
環
境
は
健
在
で
し
ょ

う
か
？

学
校
に
一
人
し
か
い
な
い

（
あ
る
い
は
、
町
内
に
一
人
し
か
い
な

い
）
教
科
の
教
員
で
あ
れ
ば
、
教
科
指

導
に
関
す
る
学
び
の
機
会
は
限
ら
れ
ま

す
。
臨
時
任
用
教
員
の
場
合
は
、
さ
ら

に
厳
し
い
状
況
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
学
び
続
け
る
教
員

の
支
援
を
考
え
る
と
、
大
学
の
役
割
も

大
き
く
変
わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
教

職
大
学
院
の
設
置
は
不
可
欠
で
す
。
ま

た
研
究
会
等
を
開
催
し
て
情
報
提
供
を

行
っ
た
り
、
講
師
や
指
導
助
言
に
大
学

と
し
て
関
わ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
し

か
し
、
教
育
現
場
の
課
題
に
耳
を
傾
け
、
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教
員
に
寄
り
添
う
べ
き
教
員
養
成
大
学

と
し
て
、
そ
れ
で
十
分
で
し
ょ
う
か
？

教
職
生
活
全
体
を
見
通
し
た
教
員
の
学

び
を
支
援
で
き
る
よ
う
な
組
織
や
体
制
、

そ
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
現
が
必
要

で
す
。
今
ま
さ
に
、
教
育
委
員
会
や
学

校
、
同
窓
会
等
と
の
強
力
な
連
携
に
基

づ
く
教
員
養
成
機
能
へ
の
質
的
な
転
換

に
対
し
て
、
大
学
と
し
て
の
真
価
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育

促
進
の
取
り
組
み

長
崎
大
学
教
育
学
部
副
学
部
長

鈴
木

保
巳

1
9
9
4
年
の
サ
ラ
マ
ン
カ
声
明
を

契
機
に
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の
概

念
が
世
界
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
以
来
、
多
様
な
障
害
の
あ

る
子
ど
も
た
ち
を
含
め
、
何
ら
か
の
要

因
で
社
会
的
に
不
利
な
状
態
に
お
か
れ

て
い
る
子
ど
も
が
、
す
べ
て
、
学
校
教

育
を
享
受
で
き
る
社
会
の
有
り
様
が
追

求
さ
れ
て
い
ま
す
。即
ち
、「Education

for
A
ll

」
を
目
標
に
掲
げ
た
取
り
組
み

が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
流
れ
の
中
で
、
障
害
の
あ
る
子

ど
も
の
教
育
も
、
特
別
の
場
で
指
導
を

行
う
「
特
殊
教
育
」
か
ら
、
障
害
の
あ

る
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
て
適
切
な
教
育
的
支
援
を
行
う

「
特
別
支
援
教
育
」
へ
の
転
換
が
図
ら

れ
ま
し
た
。現
在
の「
特
別
支
援
教
育
」

の
対
象
に
は
、
通
常
の
学
級
に
在
籍
す

る
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す
る

児
童
生
徒
が
含
ま
れ
ま
す
。
文
部
科
学

省
が
平
成
24
年
に
実
施
し
た
「
通
常
の

学
級
に
在
籍
す
る
発
達
障
害
の
可
能
性

の
あ
る
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と

す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、

公
立
の
小
・
中
学
校
の
通
常
学
級
に
お

い
て
、
学
習
面
又
は
行
動
面
で
著
し
い

困
難
を
示
す
児
童
生
徒
が
6.5
％
程
度
の

割
合
で
在
籍
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
児
童
生
徒

以
外
に
も
、
何
ら
か
の
困
難
が
あ
り
教

育
的
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
が

存
在
す
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
真
に
実
現

す
る
た
め
に
は
、
単
に
障
害
の
な
い
子

ど
も
と
同
一
の
教
育
の
場
を
提
供
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
一
人
ひ
と

り
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
な
教
育
的

支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

こ
れ
を
具
現
す
る
た
め
長
崎
大
学
教
育

学
部
で
は
、
平
成
26
年
度
の
文
部
科
学

省
の
「
発
達
障
害
の
可
能
性
の
あ
る
児

童
生
徒
に
対
す
る
早
期
支
援
・
教
職
員

の
専
門
性
向
上
事
業
」
の
委
託
を
受
け
、

附
属
小
学
校
・
中
学
校
に
お
け
る
支
援

の
取
り
組
み
を
開
始
し
ま
し
た
。
特
別

支
援
教
育
コ
ー
ス
教
員
の
意
欲
的
取
り

組
み
の
下
、
長
崎
県
教
育
庁
特
別
支
援

教
育
室
、
同
義
務
教
育
課
、
長
崎
県
教

育
セ
ン
タ
ー
、
長
崎
市
教
育
委
員
会
の

連
携
協
力
を
得
て
、「
早
期
支
援
研
究

事
業
運
営
委
員
会
」
を
組
織
す
る
と
と

も
に
、
教
育
学
部
内
に
専
門
教
員
か
ら

成
る
支
援
チ
ー
ム
の
活
動
拠
点
と
し
て

支
援
ラ
ボ
を
整
備
し
ま
し
た
。

本
事
業
で
は
ま
ず
支
援
ラ
ボ
で
、
対

象
児
童
生
徒
に
つ
い
て
、
学
習
面
や
行

動
面
の
困
難
の
実
態
を
客
観
的
に
ア
セ

ス
メ
ン
ト
し
た
上
で
、
一
人
ひ
と
り
に

適
し
た
個
別
・
小
集
団
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
立
案
し
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

支
援
の
有
効
性
が
実
証
さ
れ
た
方
法
は
、

附
属
小
学
校
・
中
学
校
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
て
、
学
校
や
教
室
環
境
の
実

情
に
配
慮
し
つ
つ
集
団
指
導
の
場
へ
の

導
入
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
平
行
し
て
、

附
属
小
学
校
・
中
学
校
の
教
員
を
対
象

と
し
た
研
修
を
行
い
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト

結
果
を
活
用
し
た
授
業
作
り
や
指
導
方

法
の
改
善
等
に
つ
い
て
、
日
常
的
に
意

識
で
き
る
資
質
の
涵
養
を
志
向
し
ま
す
。

ま
た
、
教
員
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
児

童
生
徒
を
対
象
と
し
て
、
障
害
理
解
教

育
を
実
施
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
学

校
環
境
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
や

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
、
発
達
障
害
の

概
要
に
関
す
る
知
識
習
得
の
機
会
を
提

供
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
①
対
象
児
童
生

徒
に
対
す
る
個
別
・
小
集
団
支
援
の
実

施
、
②
学
校
や
教
室
環
境
の
整
備
、
③

発
達
障
害
の
児
童
生
徒
の
教
育
に
関
す

る
教
員
の
資
質
向
上
の
取
り
組
み
、
④

す
べ
て
の
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
障

害
理
解
教
育
、
を
通
し
て
、
附
属
小
学

校
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
学
習
面
又
は

行
動
面
で
困
難
を
示
す
児
童
生
徒
に
、

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
教
育
環
境
を
創
造

す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

平
成
26
年
度
と
27
年
度
は
、
附
属
小

学
校
・
中
学
校
に
お
い
て
事
業
展
開
し
、

そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
逐
次
検
証
し
て

い
き
ま
す
。
こ
の
成
果
は
、
附
属
小
学

校
・
中
学
校
に
お
け
る
継
続
的
支
援
に

活
か
す
の
み
で
な
く
、
地
域
の
特
別
支

援
教
育
全
体
の
向
上
に
資
す
べ
く
展
開

し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
支
援
ラ
ボ

は
、
事
業
終
了
後
も
、
長
崎
県
内
の
特

別
支
援
教
育
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
的
機

能
を
担
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

皆
様
の
応
援
を
賜
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
ら
幸
い
で
す
。
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平
成
26
年
度

図
書
購
入
費
助
成
校

一
般
社
団
法
人
長
崎
大
学
玉
園
同
窓

会
は
、
長
崎
県
内
を
は
じ
め
と
す
る
教

育
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、「
図
書
購
入
費
助
成
」
の
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
26
年
度
は
、
左
記
の
学
校
に
助

成
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

小
学
校
の
部

長
崎
市
立
戸
石
小
学
校
、
高
尾
小

学
校
、
桜
が
丘
小
学
校
、
諫
早
市

立
本
野
小
学
校
、
対
馬
市
立
乙
宮

小
学
校
、
今
里
小
学
校
、
新
上
五

島
町
立
今
里
小
学
校

中
学
校
の
部

長
崎
市
立
丸
尾
中
学
校

図
書
贈
呈
式

9
月
1
日
、
図
書
購
入
費
の
助
成
を

し
ま
し
た
長
崎
市
立
高
尾
小
学
校
に
お

い
て
、
贈
呈
式
を
行
い
ま
し
た
。

山
﨑
滋
夫
会
長
よ
り
、
児
童
代
表
へ

目
録
を
贈
呈
し
、「
学
習
に
役
立
て
て

く
だ
さ
い
」
と
贈
呈
の
言
葉
を
贈
り
ま

し
た
。

児
童
の
代
表
か
ら
は
、「
大
事
に
使

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
お
礼
の
言

葉
が
あ
り
ま
し
た
。

贈
呈
し
た
一
冊
一
冊
が
、
高
尾
小
学

校
の
子
ど
も
た
ち
の
心
を
豊
か
に
は
ぐ

く
み
、
人
生
の
財
産
に
な
る
こ
と
を
確

信
し
て
い
ま
す
。

式
に
あ
た
り
ま
し
て
、
校
長
先
生
及

び
同
校
の
会
員
の
先
生
方
を
は
じ
め
、

諸
先
生
方
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

台
風
11
号
の
余
波
で
、
強
風
が
木
々

を
揺
ら
し
、
灰
色
の
雲
が
空
を
覆
う
8

月
9
日
、
被
爆
地
長
崎
は
、
今
年
も
、

「
原
爆
の
日
」
が
巡
っ
て
来
ま
し
た
。

長
崎
の
街
を
一
瞬
に
し
て
地
獄
と
化
し
、

7
万
人
を
超
え
る
人
々
を
熱
線
と
爆
風

に
よ
っ
て
焼
死
さ
せ
た
あ
の
忌
ま
わ
し

い
日
か
ら
、
69
回
目
の
「
原
爆
の
日
」

を
迎
え
ま
し
た
。

平
和
公
園
で
の
長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰

霊
平
和
式
典
を
中
心
に
、
市
内
各
地
に

あ
る
慰
霊
碑
の
前
や
各
小
中
高
等
学
校

で
は
、
祈
り
と
平
和
希
求
の
誓
い
を
新

た
に
す
る
追
悼
行
事
が
営
ま
れ
ま
し
た
。

我
が
長
崎
大
学
と
玉
園
同
窓
会
も
、

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
り
ま
す
。「
長

崎
大
学
原
爆
殉
難
慰
霊
碑
」
の
前
で
、

こ
の
地
に
勤
労
学
徒
動
員
令
に
よ
り
、

三
菱
兵
器
製
作
所
に
出
動
し
原
爆
の
犠

牲
と
な
ら
れ
た
同
窓
生
及
び
職
員
54
名

の
御
冥
福
と
、
平
和
へ
の
願
い
を
込
め

た
、
追
悼
「
原
爆
殉
難
慰
霊
祭
」
を
営

み
ま
し
た
。

慰
霊
祭
は
、
大
学
の
職
員
の
方
の
司

会
進
行
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

初
め
に
、
主
催
者
で
あ
り
ま
す
教
育

学
部
の
藤
木
卓
学
部
長
の
挨
拶
が
あ
り

ま
し
た
。

続
い
て
、
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
午
前

11
時
2
分
、
殉
難
さ
れ
ま
し
た
方
々
の

御
冥
福
を
祈
り
御
霊
に
黙
祷
を
捧
げ
ま

し
た
。

次
に
、
参
列
さ
れ
た
同
窓
会
員
及
び

大
学
の
先
生
方
・
職
員
の
方
々
全
員
で

御
焼
香
を
捧
げ
ま
し
た
。

最
後
に
、
同
窓
生
を
代
表
し
て
永
嶋

寛
延
先
生
か
ら
慰
霊
の
言
葉
が
延
べ
ら

れ
ま
し
た
。

殉
難
者
の
御
冥
福
と
恒
久
平
和
へ
の

誓
い
を
新
た
に
し
、
滞
り
な
く
終
了
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

慰
霊
祭
の
実
施
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、

今
年
も
、
大
学
の
職
員
の
方
々
に
た
い

へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
テ
ン
ト

の
設
営
か
ら
献
花
や
供
物
等
の
準
備
、

そ
し
て
湯
茶
の
接
待
ま
で
、
心
の
行
き

届
い
た
諸
準
備
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

教
育
学
部

原
爆
殉
難
慰
霊
祭
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学
校
教
育
教
員
養
成
課
程

⑿

幼
稚
園

子
ど
も
・
子
育
て
関
連
三
法
が
成
立

し
、
間
も
な
く
本
格
実
施
を
む
か
え
よ

う
と
し
て
い
る
現
在
、
こ
れ
ま
で
に
も

増
し
て
、
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教

育
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教

育
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、「
幼
児

期
に
必
要
な
体
験
は
ど
の
よ
う

な
体
験
な
の
か
」「
体
験
が
つ

な
が
り
を
も
ち
、
学
び
が
よ
り

豊
か
に
な
る
よ
う
な
援
助
や
環

境
の
あ
り
方
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
」
を
明
確
に
し
、
実
践
す
る

こ
と
と
考
え
ま
す
。

子
ど
も
の
未
来
に
つ
な
ぐ
豊
か
な
幼

児
教
育
を
目
指
し
、
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

小
学
校

昨
年
度
よ
り
、「
新
た
な
価
値
を
見

い
だ
す
子
ど
も
の
育
成
」
と
い
う
主
題

の
下
、
中
学
校
と
連
携
し
、
研
究
を
進

め
て
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
役
割
を
明

確
に
し
た
「
協
働
」
に
お
い
て
、
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
高
め
よ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
小
中
合
同
で
の
初
の
研

究
発
表
会
を
開
催
し
、「
協
働
に
よ
る

学
習
」
と
と
も
に
、「
小
中
連
携
」
の

在
り
方
に
つ
い
て
提
案
し
ま
す
。
小
中

共
通
の
学
習
ス
タ
イ
ル
の
授
業
、
指
導

事
項
の
関
連
や
思
考
ス
キ
ル
の
系
統
性

を
意
識
し
た
授
業
な
ど
、

各
教
科
等
の
特
性
に
合
わ

せ
た
授
業
を
公
開
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

中
学
校

こ
の
春
、
14
年
ぶ
り
に

本
校
勤
務
と
な
り
ま
し
た
。

本
校
は
草
創
期
か
ら
一
度
も
揺
ら
ぐ
こ

と
な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
、校
訓「
光

と
力
と
望
み
と
」
を
校
訓
に
し
て
お
り

ま
す
。

本
校
教
育
の
向
か
う
先
は
、
こ
の
校

訓
に
込
め
ら
れ
た
ロ
マ
ン
と
高
い
志
。

こ
れ
に
恥
じ
な
い
学
校
、
生
徒
、
教
職

員
で
あ
り
た
い
と
い
う
思
い
は
一
つ
で

す
。
本
年
度
は
、
附
属
小
学
校
と
連
携

し
、「
協
働
に
よ
る
学
び
」
を
通
し
た

思
考
力
等
の
育
成
、
さ
ら
に
は
学
力
調

査
に
お
け
る
本
県
の
課
題
を
踏
ま
え
た

授
業
研
究
な
ど
、
地
域
教
育
の
発
展
に

貢
献
で
き
る
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

特
別
支
援
学
校

本
校
は
昭
和
46
年
に
長
崎
大
学
教
育

学
部
養
護
学
校
と
し
て
設
立
し
ま
し
た
。

本
校
は
、
小
学
部
・
中
学
部
・
高
等

部
か
ら
な
り
、
12
年
間
の
一
貫
教
育
を

実
践
し
て
い
ま
す
。

本
校
の
特
色
あ
る
教
育
活
動
と
し
て
、

遊
び
の
学
習
・
買
い
物
学
習
・
公
共
施

設
等
の
利
用
・
企
業
や
福
祉
施
設
等
で

の
現
場
実
習
の
学
習
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
学
習
を
と
お
し
て
、
将
来
の

社
会
生
活
に
お
い
て
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
働
く
力
な
ど
の
生

き
る
力
を
身
に
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
、

生
き
る
た
め
の
糧
と
な
る
生
き
る
喜
び

を
つ
く
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
、
日
々

の
教
育
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

新
会
員
紹
介

平
成
二
十
五
年
度
卒
業
生

初
等
教
育
課
程

小
学
校
教
育
コ
ー
ス

松
熊

紋
加

安
藤

妃
寿

池
上

学

上
田

希
美

江
田

靖
幸

緒
方

啓
亮

香
川
奈
津
実

川
口

梨
奈

川
田

真
也

北
川
は
る
か

桐
谷

祥
平

久
我

自
生

黒
原
永
遠
子

佐
伯
ま
ゆ
か

田
中
智
奈
美

谷
川

実
和

近
用

真
紀

中
尾
実
可
子

中
川
亜
梨
沙

中
園

佳
代

新
納

真
琴

西
田
雄
一
朗

西
山

史
織

橋
口

朋
枝

林
田

勇
仁

深
井

恵

古
家

真

堀
ノ
内

賢

前
田
晨
太
朗

松
本

由
至

松
山

愛

山
口

郁
子

宇
治
橋
伸
一

吉
原
さ
つ
き

吉
美

美
穂

猪
村

幸
希

鯉
川

海
帆

稲
森

千
笑

大
浦

早
貴

尾
野
江
敦
郎

垣
花

歩

川
井
田
大
輔

川
上

千
尋

川
﨑
星
以
来

岸
本

梢

喜
多

瞳

北
村

彩

倉
冨

尚
子

後
藤

弘
成

酒
井
柚
貴
子

坂
本

愛
恵

陣
内

俊

菅

彩
伽

竹
中

奬

寺
田

裟
茄

時
枝

美
幸

中
原

未
来

原

尚
史

春
木

遼
平

日
隈

德
子

日
野
紗
也
果

平
井

理
子

松
田

千
晃

丸
目

幸
佳

溝
上

桃
子

宮
下

将
平

森
岡

美
帆

森
下

義
仁

山
下
奈
津
季

山
田

裕

吉
永

彩
子

清
川

信
彦

西
野

克
浩

池
田

有
紀

稲
田

祐
馬

彌
永

隼
希
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⒀

平
成
26
年
度
総
会
報
告

日

時

平
成
26
年
6
月
29
日
㈰

11
時
〜
14
時
30
分

場

所

長
崎
市
立
桜
町
小
学
校
内
・
地

域
、
学
校
教
育
交
流
セ
ン
タ
ー

出
席
者

顧
問
・
参
与
・
理
事
・
監
事
・

幹
事
・
地
区
委
員（
元
評
議
員
）

会
員
4
0
0
0
名
中

出
席
者

56
名

委
任
状
2
4
5
3
名

第
1
号
議
案
（
25
年
度
の
事
業
報
告
・
決

算
報
告
）

①
事
業
報
告

・
平
成
25
年
4
月

新
入
生
・
終
身
会
員

へ
の
入
会
案
内
発
送

・
会
報
の
発
行
（
年
2
回
）

主
題
「
人
間
関
係
を
大
切
に
し
た
教

育
」
を
掲
げ
各
校
が
取
り
組
ん
で
い
る
、

研
究
や
実
践
を
発
表
し
て
い
た
だ
い
た
。

�
会
報
1
3
1
号
（
18
ペ
ー
ジ
）

8
、6
0
0
部

�
会
報
1
3
2
号
（
18
ペ
ー
ジ
）

8
、4
0
0
部

・
教
育
学
部
へ
の
支
援
（
教
育
公
務
員
採

用
試
験
受
験
者
へ
の
指
導
助
言
・
模
擬

授
業
・
面
接
試
験
の
受
け
方
指
導
・
卒

業
生
へ
の
玉
園
同
窓
会
賞
の
授
与
・

サ
ー
ク
ル
活
動
へ
の
支
援
）

・
長
崎
大
学
原
爆
殉
難
慰
霊
祭
へ
の
参
加

及
び
献
花
（
25
・
8
・
9
）

・
地
区
懇
話
会
の
実
施
・
25
・
12
・
21
長

崎
東
支
部

於
「
セ
ン
ト
ヒ
ル
長
崎
」

世
話
人
（
日
見
中
・
田
代
知
二
校
長
）

出
席
者

事
務
局
4
名

山
路
裕
昭
教

育
学
部
長

藤
木
卓
副
教
育

学
部
長

理
事
2
名

長
崎
東
支
部
会
員
22
名

・
長
崎
大
学
全
学
同
窓
会
（
25
・
11
・

23
）
本
会
員
70
名
参
加

・
図
書
購
入
費
助
成
事
業
（
1
校
に
つ
き

10
万
円
前
後
）
小
学
校
「
7
校
」
中
学

校
「
1
校
」

②
決
算
報
告

次
ペ
ー
ジ
に
掲
載

第
2
号
議
案
（
26
年
度
の
事
業
計
画
・
予

算
案
）

①
事
業
計
画

・
会
報
の
発
行

1
3
3
号

1
3
4
号

・
地
区
懇
話
会
の
開
催

長
崎
市
南
部
地

区

世
話
人
「
長
崎
市
立
小
ヶ
倉
小

赤
瀬
明
子
校
長
」

・
教
育
学
部
へ
の
支
援

・
長
崎
大
学
全
学
同
窓
会
と
の
連
携
強
化

・
図
書
購
入
費
助
成
事
業
（
前
年
度
並
）

②
予
算
案

次
ペ
ー
ジ
に
掲
載

第
3
号
議
案
（
役
員
の
改
選
）

・「
会
長
（
代
表
理
事
）
の
交
代
」

小

川
大
天
会
長
は
、
理
事
と
し
て
留
任
す

る
が
会
長
を
退
任
、
そ
の
後
任
に
山
嵜

滋
夫
理
事
が
会
長
に
就
任
。

・「
顧
問
の
就
任
」

前
顧
問
の
山
路
裕

昭
教
授
が
学
部
長
を
退
任
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
前
理
事
の
藤
木
卓
教
授
（
現

教
育
学
部
長
）
が
就
任

前
顧
問
の
立
岡
誠
先
生
が
死
去
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
前
理
事
の
小
田
恒
治
先
生

（
現
県
教
育
会
理
事
長
）
が
就
任

・
新
法
人
へ
の
移
行
に
伴
い
、
理
事
・
監

事
・
幹
事
は
全
員
一
応
退
任
し
、
改
め

て
就
任
（
任
期：

Ｈ
26
・
6
・
29
〜
Ｈ

28
・
6
・
28
）

・
本
会
の
平
成
26
年
度
、
各
支
部
長
及
び

評
議
員
は
、
各
地
区
委
員
長
・
地
区
委

員
と
名
称
が
変
わ
り
、
お
名
前
は
、
役

員
紹
介
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載

西
郷

彩

柴
田

美
里

陣
香

亮
太

田
出

彩

竹
原

早
紀

戸
篠

直
角

内
藤

優
一

中
津
留
加
奈
子

林

花
恵

東

幸
樹

藤
木

綾
香

船
津
紗
也
佳

本
多

正
英

前
原
ゆ
り
か

舛
元

崇
史

森
山

龍
一

山
崎

有
紗

吉
岡
明
日
菜

四
谷

繁

原
口

大
志

伊
藤

あ
ゆ

阿
南

香
采

猪
股

朝
子

江
口

夏
美

川
上

利
采

木
浦
歩
美
亜

桑
村

亜
季

重
松

末
和

島

太
輝

下
田

杏
奈

高
木

夏
紀

竹
山

翠

田
代

絢
子

長
岡

有
紀

中
島

梢

中
城

早
貴

中
村

慎
吾

二
宮

瑞
希

平
川

舞

布
村

美
紗

松
田

光
主

松
永
瑠
衣
子

牟
田

貴
智

森

遥

山
口
由
希
子

山
下
志
緒
里

山
下

順
也

山
田

香
織

山
村

香
凜

山
本

理
恵

中
学
校
教
育
コ
ー
ス

（
国
語
課
）

大
坪
加
奈
子

甲
斐

綾
菜

川
原

小
波

近
藤

成
美

田
中
め
ぐ
み

濱

菜
里

冷
水

佑
衣

峰

杏
里
沙

三
好
菜
生
子

（
社
会
科
）

溝
口

佳
紀

渡
部
佳
奈
美

池
田

麻
美

大
岡

美
喜

篠
崎

賢
人

竹
内

里
水

谷
本

宏
貴

廣
瀬
龍
之
介

本
田

卓
裕

前
田

拓
也

牟
田
真
奈
美

（
数
学
科
）

内
山

綾
香

大
北

一
幸

島
ノ
江
弘
子

田
中
聡
一
郎

田
中

智
大

中
村

熙

林

昇
平

山
中

夏
美

吉
田
総
一
郎

（
理
科
）

稲
田

彩
華

岩
元

愛
美

鈴
木

滉
大

鶴
田

早
希

冨
永

美
紀

前
田

愛
理

松
尾

明
香

松
田
ま
ど
か

松
永

唯
宏

宮
原

里
実

（
音
楽
科
）

秋
吉

智
貴

大
橋

理
渚

篠
原

昂
太

中
島
由
佳
梨

本
田

彩
夏

（
美
術
科
）

太
田
真
由
里

長
瀬

千
尋

山
田
す
み
れ

吉
岡

郁
美

（
保
健
体
育
科
）

大
月

芙
美

甲
斐
実
和
子

岸
本

昌
蔵

黒
江

洋
樹

砂
川

翔
平

安
河
内

萌

（
技
術
科
）

遠
山

兼
蔵

間

紘
介

山
下

翼

山
本

暢
彦

（
家
庭
科
）

小
坂

沙
織

野
中

美
里

廣
田

遥
香

宮
崎

駿
平

武
藤

文
恵

（
英
語
科
）

山
口

桂
佑

川
邊
裕
太
郎

河
本

奈
々

里
見

佳
奈

濱
田

興
樹

松
尾

直
哉

森

翔

森
尾

彰
太

田
中

美
穂

幼
稚
園
教
育
コ
ー
ス

田
鍋
志
緒
里

小
中
麻
衣
子

一
司

裕
加

岡
田
那
都
弥

梶
原

捺
央

川
﨑
百
合
奈

岸
川
真
理
子

小
峰
早
紀
子

佐
々
木
知
愛

寺
田

和
樹

那
須
千
由
希

山
田
瑛
梨
奈

吉
田

梨
穂

池
田

美
穂

小
野

葵

北
野

大
地

田
川

礼
楽

橘
木
明
日
香

田
中

泉

濱
本

梓

久
方

舞

深
堀

朋
子

松
嶋

志
果

松
本

理
愛

水
口

知
佳

宮
永

由
佳

本
村

京
子

山
内

久
恵

山
田

知
恵

平
田

彩
乃

特
別
支
援
教
育
コ
ー
ス

深
井
幸
八
香

春
口

未
希

伊
藤

由
佳

鬼
塚

絵
吏

川
口

未
来

小
林

亜
古

小
峰
あ
り
さ

谷

渡
睦

坪
倉

真
優

堂
下

美
帆

西
畑

民
希

畑
田

茜
音

浜
崎

愛

原
田
か
す
み

春
成

知
美

藤
野

美
穂

山
田

純
子
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（単位：円）

備 考

3，000円×133名

1，000円×2，642名

5，000円×10名

基金会計より繰入

会議要項作成、招集旅費、昼食代、地区懇話会

退職校長会、教師と子供の像 等

会報2回の印刷・発送

名簿作成資料代

講師資料代、反省会補助

長大祭、学部祭、退官教授祝賀会、卒業発表会

学校図書の助成

通信費、地区懇話会

職員報酬

労働保険料

交通費

コピー用紙、トナー交換、年賀状

お茶、灯油

家賃、機器レンタル料

電気 水道 他

県、市民税

電話、切手

会費振込料

祝儀、弔電

税理事務手数料、法務局登記、残高証明 他

退職積立金特別会計

平成25年4月1日から平成26年3月31日

収 支 計 算 書

差 異

21，000

21，000

108，000

98，000

10，000

△31

△31

△250，000

△250，000

△121，031

0

△121，031

333，745

31，662

19，264

89，702

6，800

20，000

76，030

2，287

88，000

△26，193

0

0

7，460

867

7，066

17，690

17，080

0

△7，329

2，480

△20，135

△51，372

0

0

0

0

307，552

△428，583

△428，583

決 算 額

399，000

399，000

2，692，000

2，642，000

50，000

131

131

3，750，000

3，750，000

6，841，131

291，503

7，132，634

3，536，255

488，338

80，736

1，760，298

3，200

150，000

123，970

697，713

232，000

3，137，796

1，440，000

0

262，540

109，133

7，934

452，310

112，920

71，000

127，329

87，520

40，135

426，975

0

0

0

30，000

6，704，051

137，080

428，583

予 算 額

420，000

420，000

2，800，000

2，740，000

60，000

100

100

3，500，000

3，500，000

6，720，100

291，503

7，011，603

3，870，000

520，000

100，000

1，850，000

10，000

170，000

200，000

700，000

320，000

3，111，603

1，440，000

0

270，000

110，000

15，000

470，000

130，000

71，000

120，000

90，000

20，000

375，603

0

0

0

30，000

7，011，603

△291，503

0

科 目

Ⅰ．収入の部

1．入 会 金 収 入

入 会 金 収 入

2．会 費 収 入

会 費 収 入

終 身 会 費 収 入

3．雑 収 入

雑 収 入

4．繰 入 金 収 入

繰 入 金 収 入

当 期 収 入 合 計 A

前 期 繰 越 収 支 差 額

収 入 合 計 B

Ⅱ．支出の部

1．事 業 費

会 議 費

渉 外 費

会 報 ・ 発 行 費

名 簿 整 理 費

セ ミ ナ ー 開 設 費

学 部 ・ 準 会 員 支 援 費

図 書 助 成 費

支 部 助 成 費

2．管 理 費

報 酬 給 与

法 定 福 利 費

交 通 旅 費

事 務 用 品 費

消 耗 品 費

借 料

光 熱 水 費

公 租 公 課

通 信 費

会 費 徴 収 費

慶 弔 費

雑 費

3．固定資産取得購入支出

什 器 備 品 購 入 支 出

4．予 備 費

5．繰 入 金 支 出

当 期 支 出 合 計 C

当期収支差額A－C

次期繰越収支差額B－C

長 崎 大 学 玉 園 同 窓 会 報 第133号平成26年10月1日



⒂

収 支 予 算 書 （案）
平成26年4月1日から平成27年3月31日 （単位：円）

科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考

Ⅰ．収入の部

1．入 会 金 収 入 420，000 420，000 0

入 会 金 収 入 420，000 420，000 0 ※3，000円×200人×0．7

2．会 費 収 入 2，930，000 2，800，000 130，000 ※1，000円×2，900人×0．9

会 費 収 入 2，820，000 2，740，000 980，000 ※1，000円×250名×0．9

終 身 会 費 入 会 金 100，000 60，000 40，000 ※5，000円×25名×0．8

3．雑 収 入 100 100 0

雑 収 入 100 100 0

4．繰 入 金 収 入 2，000，000 3，500，000 △1，500，000

繰 入 金 収 入 2，000，000 3，500，000 △1，500，000 基金会計より繰入

当 期 収 入 合 計 A 5，350，100 6，720，100 △1，370，000

前 期 繰 越 収 支 差 額 428，583 291，503 137，080

収 入 合 計 B 5，778，683 7，011，603 △1，232，920

Ⅱ．支出の部

1．事 業 費 3，055，000 3，870，000 △815，000

会 議 費 550，000 520，000 30，000 会議要項作成・招集旅費・総会・地区懇話会

渉 外 費 80，000 100，000 △20，000 退職校長会・教師と子供の像 等

会 報 ・ 発 行 費 1，200，000 1，850，000 △650，000 会報2回印刷・発送

名 簿 整 理 費 5，000 10，000 △5，000 名簿作成資料代

セ ミ ナ ー 開 設 費 100，000 170，000 △70，000 講師資料代・反省会補助

学部・準会員 支援費 120，000 200，000 △80，000 長大慰霊祭・学部祭・美、音への支援 他

公 益 事 業 費 800，000 700，000 100，000 学校図書の助成

地 区 助 成 費 200，000 320，000 △120，000 通信費5，000円×17地区・地区懇話会

2．管 理 費 2，703，683 3，111，603 △407，920

報 酬 給 与 1，260，000 1，440，000 △180，000 代表理事・職員報酬

法 定 福 利 費 0 0 0 労働保険料

交 通 旅 費 260，000 270，000 △10，000 交通費

事 務 用 品 費 90，000 110，000 △20，000 コピー用紙・トナー交換・年賀状・西洋紙 等

消 耗 品 費 10，000 15，000 △5，000 お茶、灯油等

借 料 450，000 470，000 △20，000 家賃・清掃費・機器レンタル料

光 熱 水 費 120，000 130，000 △10，000 電気・水道料

公 租 公 課 71，000 71，000 0 県、市民税

通 信 費 140，000 120，000 20，000 電話、切手、送料

会 費 徴 収 費 90，000 90，000 0 会費振込料

慶 弔 費 20，000 20，000 0 祝儀、弔電他

雑 費 192，683 375，603 △182，920 税理事務手数料、法務局登記、残高証明

3．固定資産取得購入支出 0 0 0

什 器 備 品 購 入 支 出 0 0 0

4．繰 入 金 支 出 20，000 30，000 △10，000 退職積立金特別会計

当 期 支 出 合 計 C 5，778，683 7，011，603 △1，232，920

当期収支差額A－C 428，583 291，503 137，080

次期繰越収支差額B－C 0 0 0

長 崎 大 学 玉 園 同 窓 会 報 平成26年10月1日第133号



敬称略
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平
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年
度─
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のののののののののののののののののののの
紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介

（
顧
問
）

藤
木

卓（
長
崎
大
学
教
育
学
部
長
）

上
尾

末
春（
元
長
崎
大
学
玉
園
同
窓
会
会
長
）

（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
20
）

下
釜

明（
長
崎
県
退
職
校
長
会
会
長
）

（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
22
）

小
田

恒
治（
長
崎
県
教
育
会
理
事
長
）

（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
44
）

（
参
与
）

峰

信
子（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
19
）

山
田

喜
孝（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
21
）

小
西

峯
一（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
28
）

（
法
人
理
事
）

（
会
長
理
事
）山
﨑

滋
夫（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
37
）

（
副
会
長
理
事
）峰
松

終
止（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
42
）

（
理

事
）平
田

徳
男（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
37
）

（

〃

）内
野

成
美（
教
育
学
部
教
授
）

（

〃

）渡
邉

洋
子（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
31
）

（

〃

）西
平

千
治（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
38
）

（

〃

）中
川

幸
久（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
48
）

（

〃

）宮
地

計（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
30
）

（

〃

）草
野

昭（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
34
）

（

〃

）木
村

晃
一（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
34
）

（

〃

）小
川

大
天（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
34
）

（

〃

）松
尾

克
久（
長
与
南
小
校
長
）

（

〃

）濵
崎
嘉
一
郎（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
39
）

（
監

事
）島
崎

賢
一
・
縣

恒
則

有
川

政
秀

（
幹

事
）原

慈
子
・
野
中

元
則

尾
崎

俊
輔
・
安
部

和
隆

野
田

和
宏
・
赤
井

君
博

上
野

國
博
・
中
島

玲
子

本
田

一
郎
・
澁
谷

翠

久
富

和
幸
・
大
隈

智

仲

重
利
・
池
田

英
俊

（
地
区
長
）

長
崎
地
区

青
嶋

秋
男（
鳴
見
台
校
長
）

佐
世
保
地
区

溝
内

辰
夫（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
49
）

大
村
地
区

坂
元

利
彦（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
48
）

諫
早
地
区

川
端

利
長（
諫
早
中
校
長
）

島
原
地
区

松
尾

好
則（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
49
）

雲
仙
地
区

安
藤

芳
也（
愛
野
小
校
長
）

南
島
原
地
区

柴
田

義
昭（
口
之
津
小
校
長
）

平
戸
地
区

入
口

政
信（
津
吉
小
校
長
）

松
浦
地
区

田
島

豊
広（
今
福
小
校
長
）

五
島
・
南
松
地
区

笹
山

義
徳（
崎
山
小
校
長
）

東
彼
地
区

口
木

正
弘（
彼
杵
中
校
長
）

西
海
・
西
彼
地
区

佐
藤

雄
一（
時
津
小
校
長
）

北
松
地
区

山
田

典
昭（
佐
々
小
教
頭
）

壱
岐
地
区

坂
元

正
博（
盈
科
小
校
長
）

対
馬
地
区

杉
本
美
津
廣（
Ｏ
Ｂ
・
Ｓ
49
）

高
等
学
校
支
部

玉
島

健
二（
諫
早
高
校
長
）

国
立
大
学
法
人
・
小
・
中
・
特
別
支
援
学
校
支
部

森

浩
司（
附
属
中
校
長
）

（
地
区
委
員
）

長
崎
地
区

菅
藤

大
三
・
赤
瀬

明
子

藤
田

克
祐
・
森
下

秀
男

金
森

徹
也

佐
世
保
地
区

高
橋
ち
あ
き
・
前
田

英
穂

山
口

喜
典

大
村
地
区

濱
田

昌
彦

島
原
地
区

森
本

和
孝

諫
早
地
区

澤
村

信
司

雲
仙
地
区

杉

武
侯

南
島
原
地
区

山
田

芳
弘

平
戸
地
区

松
永

勤

松
浦
地
区

千
代
島

泉

五
島
・
南
松
地
区

岡
村

珠
樹

東
彼
地
区

藤
原

正

西
海
・
西
彼
地
区

川
口

正
春

北
松
地
区

松
瀬

大
高

壱
岐
地
区

豊
坂

敏
博

対
馬
地
区

薦
田
万
州
生

高
校
地
区

田
川

直
行
・
中
村

敦

菊
川

洋
二
・
峯

信
幸

中
嶋

将
晴

国
立
大
学
法
人
・
小
・
中
・
特
別
支
援
学
校
地
区

坂
口

洋
介
・
山
田

勝
大

事
務
局
よ
り

地
区
懇
話
会

「
長
崎
市
南
部
地
区
」
で
開
催

各
地
区
の
退
職
さ
れ
た
会
員
と
、
ま

だ
現
職
で
頑
張
っ
て
い
る
会
員
が
、
共

に
学
生
時
代
に
戻
り
、
青
春
時
代
を
懐

か
し
み
な
が
ら
、
地
域
の
教
育
を
盛
り

上
げ
よ
う
と
語
り
合
う
地
区
懇
話
会
も

12
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
会
を
重
ね
る

ご
と
に
交
流
は
深
ま
り
、
先
輩
・
後
輩

の
絆
を
確
か
な
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、

各
地
区
の
教
育
振
興
に
寄
与
し
て
い
る

こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
。

本
年
度
は
長
崎
市
南
部
地
区
で
開
催

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

期
日
・
場
所
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

後
日
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

会
員
の
皆
様
、
御
出
席
方
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

「
長
崎
大
学
全
学
同
窓
会
」開
催
さ
れ
る

〜
第
6
回
長
崎
大
学
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
〜

「
長
崎
大
学
全
学
同
窓
会
」（
第
6
回

長
崎
大
学
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
）
が
、

本
年
度
も
、
平
成
26
年
11
月
8
日
㈯
、

長
崎
大
学
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て

開
催
さ
れ
ま
す
。

本
年
度
は
、
例
年
と
は
違
い
、
講
演

の
み
の
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
と
な
り

ま
し
た
。
講
演
の
予
定
は
、
本
年
度
退

官
さ
れ
る
教
授
の
「
退
官
記
念
講
義
」

と
い
う
こ
と
で
計
画
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
終
了
後
の
懇

親
会
は
、
各
学
部
単
位
で
自
主
的
に
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
教
育
学
部

の
懇
親
会
は
当
日
の
状
況
を
見
て
考
え

て
連
絡
し
ま
す
。

多
数
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

会
費
納
入
の
お
願
い

今
回
も
会
費
納
入
に
つ
い
て
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
玉
園
同
窓
会
の
事
業
展

開
の
財
源
で
あ
り
ま
す
活
動
資
金
に
困

窮
を
極
め
て
い
る
現
状
で
す
。
特
に
一

般
会
員
の
方
で
、
長
崎
県
公
立
・
県

立
・
私
立
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
会
員

以
外
の
、
県
内
・
県
外
在
住
の
方
々
の

納
入
が
滞
っ
て
い
る
現
状
で
す
。
こ
の

窮
状
を
御
理
解
い
た
だ
き
、
会
費
の
納

入
を
是
非
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

⑴

会
費

1
人
年
額

1
、0
0
0
円

⑵

納
入
期
限

本
年
10
月
末
日

尚
、
会
費
を
2
年
間
滞
納
し
た
場
合

は
、
会
員
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。（
会
報

「
た
ま
ぞ
の
1
3
1
号
」
参
照
）
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